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１ 求職者支援訓練における開講までの流れ 

募集期間 ３１日間（２０開庁日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募状況確認日（募集期間終了日の１週間前） 

 

 

 

 

 

初回相談最終日（募集期間終了日の前開庁日） 

募集期間終了日 

中止決定期間（募集期間終了日の翌開庁日から） 

 

 

 

 

中止決定期間（選考日の前開庁日午前中まで） 

選考日 

約１週間 

ハローワーク・機構支部あて選考結果発送日（受講者あて発送日の２開庁日前） 

１開庁日 

受講者あて選考結果発送日 

約１週間 

繰上合格連絡期限（開講日の３開庁日前） 

２開庁日 

開講日 

４月２２日（火）～５月２２日（木） 

６月２４日（火）  
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２ 募集期間中の留意事項 

 

（１）「応募状況確認日」 

訓練実施施設は、募集期間終了日の１週間前の日に限り、公共職業安定所（以下「ハロ

ーワーク」という。）における応募状況を確認することができます。当該応募状況の確認の

際は、下記までお問合わせください。 

   

※ 「応募状況確認日」の前開庁日までに、各ハローワークにおいて受講申込書を何件交付

し、その内何件受理しているかについてお知らせします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

（２）「初回相談最終日」 

ハローワークにおける特定求職者に対して行う支援として、特定求職者本人の意欲・適

性を見極め、就職に結びつく適切な職業訓練に誘導する必要があるため、本人の住所を管

轄するハローワークにおいて、初回の職業相談時に、特定求職者であること及び職業訓練

の受講の必要性等を確認することとしています。 

このため、初回相談日においては、訓練の受講申込み及び給付金の事前申請に係る書類

交付・受理を行わず、２回目以降の相談時において、適切な訓練コースの受講申込書を交

付します。（原則として、初回の相談時においては、訓練受講申込書の交付は行いません。） 

 

福岡労働局管内の各ハローワークでは、募集期間最終日の前開庁日を「初回相談最終日」

として設定し、求職者の方に周知することとしています。この「初回相談最終日」までに

訓練受講に係る初回相談を行っていない場合は、当該募集期間に係る訓練コースの受講申

込みはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１５日（木） １３：００～１７：１５ 

５月２１日（水）  

【お問合わせ先】 

福岡労働局 職業安定部訓練課 訓練係 

ＴＥＬ ０９２－４３４－９８０５ 
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（３）「託児サービス付の訓練を実施する場合」 

託児サービスの利用を希望する受講希望者への対応としては、まず、託児サービス利用

希望者がハローワークにおいてその旨を伝達し、「託児サービス利用申込書（様式 A-50）」

の交付を受け、申込内容を記入したものを受講申込書と一緒に訓練実施機関に提出します。 

訓練実施機関は、利用希望者から提出された託児サービス利用申込書等に基づき、当該

訓練受講に際し、託児サービスの利用が必要であるか否かを判断し、その結果を「託児サ

ービス利用申込書」の訓練施設記入欄に記入し保管します。 

また、託児サービス利用の可否及び託児サービス提供内容については、訓練開始前まで

に必ず書面において受講者に周知してください。 

 

  託児サービス利用希望者受付手順 

いつ 誰が（誰に） どこで（どこへ） 手続き内容 

募集期間 

～ 

選考結果通知日 

までに 

利用希望者に対

して 

ハローワークで 

（２回目以降相談時） 

受講申込書（様式 C-1）と託児サービス利用申込

書（様式 A-50）を交付 

利用希望者が 自宅等で （様式 C-1）と（様式 A-50）の必要事項を記入 

利用希望者が ハローワークで 

（３回目以降相談時） 

①（様式 C-1）と（様式 A-50）を提出 

②ハローワークが内容確認後、（様式 C-1）のみ

受付印を押す。 

③（様式 C-1）と（様式 A-50）を利用希望者へ返

戻 

利用希望者が 訓練実施施設へ （様式 C-1）と（様式 A-50）を提出 

訓練実施施設が 訓練実施施設で ハローワークの受理印がある（様式 A-50）をも

とに、託児サービス利用の可否を決定し、その結

果を以下に記入する 

①（様式 A-50）の「訓練施設記入欄」 

②選考結果通知書（様式 C-3）「利用の可否欄」 

③受講希望者一覧の「欄外」 

選考結果通知日

～訓練開始前 

までに 

訓練実施施設が 利用希望者のうち選

考合格者へ 

託児サービス利用の可否及び託児サービス提供

内容について、訓練開始前までに必ず書面で受講

者に周知 

訓練開始前～ 

訓練終了後 

 

（様式 A-50）の

保管について 

訓練実施施設が

  

訓練実施施設で 【託児利用者】 

全員分を訓練終了後６年間保管 

【合格、不合格に係らず利用できなかった者】全

員分を訓練終了後まで適切に保管し、終了後は

シュレッダー等で廃棄 

【訓練が中止になった場合】 

中止が決定した時点において全てシュレッダ

ー等で廃棄 
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（４）「受講希望者からの問合わせに対する留意事項」 

 イ 「初回相談最終日」と併せて、募集期間中のできるだけ早めの日に住所地を管轄するハ

ローワークへ相談に行っていただくようご案内をお願いします。 

 ロ 連続受講（基礎コースから実践コース又は公共職業訓練）、短時間訓練、職業訓練受講給

付金（受講手当・通所手当・寄宿手当）等に関する問い合わせがあった場合は、住所地を

管轄するハローワークへ相談するようにご案内をお願いします。 
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３ 「中止決定期間」 

 

（１）「中止決定期間」 

募集期間終了日の翌開庁日から選考日の前開庁日午前中までを「中止決定期間」とします。

募集を締め切った結果、受講申込者が定員の半数に満たない場合は、訓練を中止することが

可能です。 

訓練を中止する場合は、中止決定期間中の１７時１５分までに（中止決定期間の最終日に

限っては午前中までに）決定の上、速やかに受講申込者、労働局（受講申込みを受付けたハ

ローワークを管轄する労働局）及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福岡支部

（以下「機構支部」という。）に電話により一報を入れてください。 

一報を入れた後は、機構支部に対し「求職者支援訓練中止届（様式 A-23）」を、労働局に対

し「求職者支援訓練中止届報告書（様式 A-24）」を速やかに郵送又は持参により提出してくだ

さい。 

なお、中止決定期間に訓練を中止せずに開始することを決めた場合は、その後の訓練の中

止は認められませんのでご留意ください。 

 

 

 

 

（２）｢受講希望者一覧｣ 

  ハローワークは、原則として、募集期間終了後３日以内（閉庁日を含まない。）に訓練実施

施設あてに緊要度が付された受講希望者一覧を送付します。 

なお、受講者の「職業能力開発講習の受講を免除する者」が含まれる場合は、受講希望者

一覧の欄外に該当者が分かるようにその旨を記載します。 

  また、中止決定した以後に、ハローワークから「受講希望者一覧」が送付されてきた場合

は、単に中止決定の連絡を受信する前に発送等したものですので、訓練実施施設においてシ

ュレッダー等により破棄されて構いません。 
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（３）募集期間から選考日までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 

(１９開庁日以上） 

 

 

中止決定期間 

 

募集期間終了日 

の翌開庁日 

～ 

選考日の 

前開庁日 

午前中まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間終了後 

原則３日以内 

 

選考日 

 

 

募集を締め切った結果、受講申込者が定員の半数に満たない場合

は、訓練を中止することが可能です。 

訓練を実施する場合は？ 

 連絡等の手続きは不要ですが、訓練を中止せずに開始すること

を決めた場合は、中止決定期間の翌日以降、辞退等の理由により

受講者数が減少したとしても、訓練の中止は認められませんので

ご留意ください。 

 

訓練を中止する場合は？ 

 訓練を中止する場合は、中止決定期間中の１７時１５分まで

に（中止決定期間の最終日は午前中まで）決定の上、速やかに

受講申込者、労働局（受講申込みを受付けたハローワークを

管轄する労働局）、機構支部に電話により一報を入れてくださ

い。 

 中止決定後は、機構支部に対し「求職者支援訓練中止届（様

式 A-23）」を、該当する労働局に対し「求職者支援訓練中止届

報告書（様式 A-24）」を速やかに郵送、又は持参にて提出して

ください。  

ハローワークは、原則として、募集期間終了後３日以内（閉庁

日を含まない。）に、訓練実施施設あてに緊要度及び職業能力開発

講習の免除者が付された「受講希望者一覧」を送付します。 

申

込

を

行

っ

た

期

間

４月２２日（火） ～ ５月２２日（木）  

５月２３日（金）～ ５月２９日（木）午前中まで 

５月３０日（金） 
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４ 「選考日」 

 

求職者支援訓練を受講する者を選考するに当たって、以下の点にご留意願います。 

 

（１）訓練実施施設においては、受講者から提出された受講申込書の記載内容を踏まえつつ 

学科試験、面接試験等により選考試験を行うこと。 

 

（２）訓練実施施設における選考試験においては、受講希望者の能力が、当該訓練を受講し、

修了できる水準にあるか否かのみを判定するものとすること。 

   具体的には、選考試験により修了できる水準にあると判定された者の中から、ハローワ

ークから送付されてくる「受講希望者一覧」に付された緊要度が高い順に合格とすること。 

   

（例） 応募者５名（Ａ～Ｅ）のうち３名を選定する場合 

          応募者  緊要度  選考試験  合否結果 

Ａ   １９０    ○    合 格 

Ｂ   １８０    ×    不合格 

Ｃ   １７０    ○    合 格 

Ｄ   １６０    ○    合 格 

Ｅ   １４０    ○    不合格 

 

（３）後に選考方法について不適正な事案（疑いのある事案を含む。）が明らかになった場合に

は、法に基づき、機構支部による報告徴収、質問及び立入検査の対象となりうるものであ

ること。 

また、虚偽報告、立入検査忌避等した場合は、法に基づく罰則の対象となりうるもので

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月３０日（金）  
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５ 「選考結果発送日」 

 

求職者支援訓練を受講する者の選考結果をハローワーク等に通知するに当たって、以下の点

にご留意願います。 

 

（１）選考結果発送日の２開庁日前に発送するもの。 

 

イ 各ハローワークへ送付 

  

①「選考結果通知書（ハローワーク通知用）」（様式Ｃ－４） 

②「受講希望者一覧」 

 

  ロ 機構福岡支部へ送付 

 

①「選考結果通知書（機構通知用）」（様式Ｃ－５） 

②「受講希望者一覧」 

 

（２）選考結果発送日に発送するもの。 

 

 受講申込者本人へ送付 

 

①「選考結果通知書（受講申込者通知用）」（様式Ｃ－３合格者用） 

②「選考結果通知書（受講申込者通知用）」（様式Ｃ－３不合格者用） 

 

（３）「受講希望者一覧」の記入について 

公共職業安定所及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福岡支部への選考結

果の通知の際には、受講希望者一覧の中で、合否・選考を受けなかった者がわかるように

表示すること。具体的には、合否決定者については、受講希望者一覧の「合格・不合格」

のいずれかに○を付けるとともに、選考を受けなかった者については、欄外に「受験せず」

と記入すること。 

なお、託児サービス支援付き訓練に係る「受講希望者一覧」に託児サービス利用希望者

が含まれる場合は、この者が託児サービスを利用できるか否かが分かるよう、欄外又は氏

名の右横の空きスペース等に「託児利用可」又は「託児利用不可」と記入すること。 

 

 

 

 

 

６月３日（火） 

６月５日（木）  
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６ 「繰上合格連絡期限」 

 

（１）繰上合格を行う条件 

   選考結果通知後、辞退等により定員に欠員が生じた場合において、下記の全てを満たす

場合は、定員の範囲内で繰上合格を行うことができます。 

イ 募集期間終了時点で定員を超える応募があったこと。 

ロ 選考において選考水準を上回っていたが、不合格とした受講申込者がいること。 

ハ 選考において選考水準を上回っていたが、不合格とした受講申込者のうち繰上合格とす

る者（以下｢繰上合格者｣という。）に同意を得た上で、訓練開始日の３開庁日前までに、繰

上合格者の受講申込みを受け付けたハローワークに連絡すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）留意事項  

イ 上記(１)イの条件を満たす場合は、選考を行う際に、｢不合格となった場合でも繰上合格

となる可能性があること｣、｢繰上合格とする場合の訓練施設から電話連絡を行う期日｣につ

いて、受講申込者に説明を行うこと。  

ロ 上記（１）イ～ハの条件を満たしていたとしても、繰上合格者が訓練開始日の前開庁日

までにハローワークに来所し、｢職業訓練受講指示書｣又は｢就職支援計画書｣の交付を受け

なければ、訓練を受講することはできません。このため、繰上合格者に同意を得た場合に

は、必ず｢ハローワークに連絡すること｣及び｢ハローワークの指示に従い訓練開始前の開庁

日にハローワークに来所すること｣について説明を行うこと。 

ハ 上記(１)ハの安定所への連絡は、開庁時間（８時３０分～１７時１５分）に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/23 6/20  6/24 

 

 

訓練開始日の３開庁日前まで（6 月 19 日（木）の 17 時 15 分まで）に、 

ハローワークに連絡をすること。 

開講日 ６月２４日（火）  

開庁日 訓練開始日 開庁日 開庁日 

6/19 
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（３）繰上合格に係る手続き 

訓練開始日の３開庁日前までに、ハローワークに電話連絡を行った上で、繰上合格に係

る書類を次のとおり作成し、速やかに通知すること。   

 

通知先 作成書類 通知方法 備考 

繰上合格者 

●｢選考結果（合格）通知書｣(受講

申込者通知用)（様式 C-3） 

手交 

又は 

簡易書留 

 

ハローワーク 

●｢選考結果通知書｣(ハローワー

ク通知用) （様式 C-4） 

●｢受講希望者一覧 ｣ 

●｢選考結果（合格）通知書｣(受講

申込者通知用)（様式 C-3）の写し 

持参 

又は 

簡易書留 

● ｢受講希望者一

覧 ｣については、選

考結果通知時に提出

した｢受講希望者一

覧｣の写しを訂正し

て提出してくださ

い。 

機構支部 

●｢選考結果通知書｣(機構通知用)

（様式 C-5(別紙１、別紙２を含

む)） 

持参 

又は 

簡易書留 

●｢選考結果通知書｣

については、繰上合

格者の選考結果を記

載して提出してくだ

さい。 

  

※ ｢選考結果通知書｣については、受講申込者通知用、ハローワーク通知用及び機構通知用

のいずれも、様式上部の表題（選考結果通知書）に追記を行い、「選考結果通知書繰上合格」

とすること。 
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７ 受講者募集（広告・案内）に係る留意事項 

受講者募集上の留意事項として、訓練コースでは「基礎コース」又は「実践コース」、訓練

科名においては「託児付」「短時間訓練」「職場復帰支援」などのコース種別が分かるように

作成していただき、以下の点にご留意願います。 

 

（１）「コース案内」 

求職者支援訓練コースに係る案内を行うため、機構支部に認定申請を行う際、「コース案

内」を作成し提出して下さい。この「コース案内」は、機構支部から｢コース案内等許可通

知書｣が到着次第、使用いただけます。また、許可を受けた「コース案内」は、訓練施設近

隣のハローワークで印刷し受講者募集に活用しますので、ハローワークへ持ち込む必要は

ありませんが、遠方のハローワークでの配付等を希望される場合は、ご希望のハローワー

クへお問い合わせください。  

 

 なお、「コース案内」は、受講生募集のために福岡労働局のホームページに掲載するとと

もに、ハローワークにおいて受講希望者に対して訓練内容等を説明する際の中心的な資料

となります。 

また、ハローワークの訓練担当者が訓練コースを理解するための資料にもなりますので、

訓練施設ＰＲ欄等で訓練実施施設や訓練コースの特色をアピールしてください。 

   

※「コース案内」の作成は必須です。 

 

（２）「独自チラシ等」 

上記１による「コース案内」以外で、独自チラシや新聞広告等によるコース案内（以下

「独自チラシ等」という。）を行う場合は、必ず、機構支部に事前に提出し、許可を受けて

ください。独自チラシ等についても、機構支部から｢コース案内等許可通知書｣が到着次第、

使用いただけます。 

   また、許可を受けた後に、内容の変更を行う場合は、変更内容にかかわらず、再度、機

構支部から許可を受ける必要がありますので、ご注意ください。 

 

※ 独自チラシ等の作成は、任意です。 

※ 独自チラシ等のハローワークへの送付、持ち込み等の取扱いについては、各ハローワ

ークの状況により取扱いが異なりますので、あらかじめご了承ください。 
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（３）「ＰＲシート」 

 受講をためらっている求職者の方に、訓練受講のより明確なイメージを持っていただく

ために、「ＰＲシート」を作成していただくこともできます。 

 認定を受けた訓練実施機関は、訓練実施施設ごとに作成し、福岡労働局へ電話をしてい

ただいた上で、メールで送信してください。 

（１４Ｐの作成の流れを参照） 

 

※ 「ＰＲシート」の作成は任意です。 

※ 福岡労働局へメールで送信する際は、エクセルファイルで送信してください。 

※ 授業風景の写真等でプライベートに係るものを掲載する際は、個人情報に配慮して撮影

していただき、あらかじめ掲載する旨をお伝えください。 

※ 完成後のシートにつきましては、内容等定期的に確認の上労働局へ申請ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本様式は、福岡労働局のホームページからダウンロードしてください。 

福岡労働局＞目的や内容で探す＞職業訓練（就職を目指してスキルアップ！）＞ 

訓練実施機関の方へ＞訓練実施施設ＰＲシートについて 
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 令和元年１０月開講コース

 令和元年９月開講コース

地区
訓練科名

（コース案内）
募集
期間

訓練
期間

ＰＲ

福岡 はじめてのビジネスパソコン基礎科
8/23
～

9/19

10/21
～

2/20
ＰＲ

福岡
簿記・Word・Excel・PowerPoint・ビジネス
基礎科（託児）

8/23
～

9/19

10/21
～

2/20
ＰＲ

福岡
初歩から学べるパソコン・オフィスワーク基
礎科（託児）

8/23
～

9/19

10/21
～

2/20

福岡 Ｗｅｂアプリ開発科
8/23
～

9/19

10/21
～

2/20
ＰＲ

福岡 エステ・アロマトータルビューティ科
8/23
～

9/19

10/21
～

4/20
ＰＲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 求職者支援訓練及び公共職業訓練（民間教育訓練機関への委託訓練）等のコース情報 

 

 

 

公的職業訓練 令和元年１０月開講コース一覧 

 

求職者支援訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡労働局ホームページ掲載イメージ 

福岡労働局ホーム画面＞目的や内容で探す＞職業訓練（就職を目指してスキルアップ！）＞

公的職業訓練（ハロートレーニング）のご案内＞公的職業訓練のご案内 
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１

•福岡労働局のホームページから様式をダウンロード

•福岡労働局＞職業訓練（就職を目指してスキルアップ！）＞訓練実施機関の方へ
＞ＰＲシートについて

２

•求職者支援訓練実施施設ＰＲシートを作成

•（ダウンロードした様式の記載例参照）

３

•福岡労働局へ電話連絡（ＰＲシートの審査依頼）

•（連絡先：福岡労働局訓練課 ＴＥＬ０９２－４３４－９８０５）

４

•福岡労働局へＰＲシートを「エクセル」でメール

•（アドレス：RFOASHIEN@mhlw.go.jp）

５
•福岡労働局において審査（管理番号付与）

６

•福岡労働局から訓練実施機関へ「審査完了分」をメール

•（使用する場合や修正後に再提出する場合は「審査完了分」を使用）

７

•福岡労働局のホームページへ掲載

•ハローワークにおいて受講希望者に配布

•訓練実施施設において周知・広報に活用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＲシート作成の流れ 
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（４）コース案内その他広告等に係る遵守事項 

コース案内その他広告等については、訓練実施機関においては次に掲げる事項を遵守す

ること。これらに抵触する場合は、求職者支援訓練の認定取消等の処分の対象となること

がある。 

 

イ 求職者支援制度の適切な運営上不適当な広告、案内を行わないこと。 

（不適当な広告の例） 

(ｲ) 求職者支援制度の趣旨等に反するもの。 

①求職者支援制度の目的が就職の実現以外にあると誤解させるもの（「無料受講」「給

付支給」「資格取得」を強調） 

   (ﾛ) 事実に反するもの、説明不足等により誤解を招くもの。 

    ①「厚生労働大臣認定の教育訓練機関」と記載 

    ②「誰でも受講可能」「受講すれば誰でも給付支給」と記載 

    ③「誰でも受講すれば○○になれる／就職できる」と記載 

   (ﾊ) その他 

    ①「認定申請中」と記載 

    ②求職者支援訓練を周知する目的の広告において、訓練実施者の宣伝等、直接訓練に

関係がない事項の記載 

③訓練実施者の他の営業に係る広告において「求職者支援訓練の実施機関」を強調 

（不適当な案内の例） 

①他で開講されている文化教室等の受講者、受講希望者等全員に対して案内 

②金銭給付等を条件提示して案内（他者（訓練実施者以外のすべて。以下同じ。）を介

する場合、他者が金銭給付等する場合を含む。） 

③他者に、受講希望者の紹介や募集（広告の形態をとる場合を含む。）を依頼し、対価

を支払う旨約すること又は支払うこと。 

④訓練実施者等が出した求人に応募した求職者に対して案内、受講を条件として訓練

実施者等が採用（内定） 

⑤職業紹介事業者又は労働者派遣事業を行う者が訓練実施主体である場合において、

求職申込者若しくは求職申込みをしようとする者又は登録者若しくは登録しようと

する者に対して、自らが実施する求職者支援訓練のみを案内すること。 

 

ロ 新聞広告、リーフレットなど印刷物による広告は、労働局及び機構支部による事前 

チェックを受けること。 

 

ハ 広告、募集に関して、労働局、安定所又は機構支部が行う指導に従うこと。 
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８ 職業訓練の認定取消しについて 

 

 下記に該当すると労働局が判断した場合、職業訓練の認定取消しを行います。認定の取消し

を受けた場合、取消しの日から起算して５年を経過するまで（事案によっては永久に）、認定を

受けることはできませんのでご留意ください。 

 

（１）求職者支援訓練の訓練実施者、実施体制等が認定基準に合致しなくなった場合 

（２）訓練実施者が職業訓練受講給付金の不正受給に関与した場合又は認定職業訓練実施奨励

金を不正に受給した若しくは受給しようとした場合 

（３）コース案内その他広告等に係る遵守事項に抵触した場合 

（４）求職者支援訓練を実施させることが不適切であると機構支部が認める場合 

（（４）に該当する主な例） 

①認定基準に反する求職者支援訓練を行ったこと。 

②労働局又は機構支部による指導に従わなかったこと。 

③受講希望者が定員の半数に満たなかったこと以外の理由により訓練を中止したこと。 

④受講希望者が定員の半数に満たなかった場合において、訓練中止の申出期限を過ぎてか

ら中止を申し出たこと。 

⑤認定を受けた内容を変更して求職者支援訓練を実施したこと。 

⑥自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持

ってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められること。 

⑦反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認

められること。 

⑧その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難され

るべき関係を有していること。 

⑨本人の承諾の有無にかかわらず、受講希望者、受講者、退校者又は修了者に訓練実施機

関が関係する他の訓練（公的職業訓練に限らない。）や商品等について情報提供、勧誘、

斡旋等のいずれかを行ったことにより、労働局又は機構の指導を受け、これに従わなか

ったこと。 

⑩訓練時間内において、受講者へ訓練実施機関、関連会社その他特定企業に係る個別具体

的な雇用、職業紹介又は派遣登録に関する情報提供を行なったこと、又は、訓練時間外

に受講希望者、受講者、退校者又は修了者の意思に反してこれらの情報提供を行ったこ

とにより、労働局又は機構の指導を受け、これに従わなかったこと。 

 

 

 

 

 

 

 


